
第７６号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２６，０００千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２６，６８７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は，「第２表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。

平 成２６年 ２ 月１７日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 流 域 下 水 道 事 業 収 入 ６００，６８７ １２６，０００ ７２６，６８７

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １６１，６９１ ３０，０００ １９１，６９１

２ 国 庫 支 出 金 １０，０００ ６０，０００ ７０，０００

４ 県 債 １８９，０００ ３６，０００ ２２５，０００

歳 入 合 計 ６００，６８７ １２６，０００ ７２６，６８７

千円 千円 千円

再校
第７６号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第１号） ７
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 ６００，６８７ １２６，０００ ７２６，６８７

１ 旧吉野川流域下水道事業費 ６００，６８７ １２６，０００ ７２６，６８７

歳 出 合 計 ６００，６８７ １２６，０００ ７２６，６８７

第２表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 １ 旧吉野川流域下水道事業費 旧吉野川流域下水道建設事業費 １２６，０００

第３表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

旧 吉 野 川 流 域 下 水 道 事 業 １８９，０００ ２２５，０００

初校

千円 千円 千円

千円

千円 千円

８
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第８１号 平成２５年度徳島県用度事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県用度事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３０，１６１千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２２，２６２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 用 度 事 業 収 入 ９５２，４２３ △１３０，１６１ ８２２，２６２

１ 財 産 収 入 ２００ △２００ ０

２ 繰 越 金 １０，０８２ △１，２１２ ８，８７０

３ 諸 収 入 ９４２，１４１ △１２８，７４９ ８１３，３９２

歳 入 合 計 ９５２，４２３ △１３０，１６１ ８２２，２６２

千円 千円 千円

初校
第８１号 平成２５年度徳島県用度事業特別会計補正予算（第１号） １９
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 用 度 事 業 費 ９５２，４２３ △１３０，１６１ ８２２，２６２

１ 用 度 事 業 費 ９５２，４２３ △１３０，１６１ ８２２，２６２

歳 出 合 計 ９５２，４２３ △１３０，１６１ ８２２，２６２

初校

千円 千円 千円

２０
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第８２号 平成２５年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６，９６８千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２３，４３４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 都市用水水源費負担金収入 ２５０，４０２ △２６，９６８ ２２３，４３４

１ 繰 入 金 ２１３，７１２ △２０，５７８ １９３，１３４

２ 諸 収 入 ３６，６９０ △６，３９０ ３０，３００

歳 入 合 計 ２５０，４０２ △２６，９６８ ２２３，４３４

千円 千円 千円

再校
第８２号 平成２５年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計補正予算（第１号） ２１
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 ２５０，４０２ △２６，９６８ ２２３，４３４

１ 早 明 浦 ダ ム 建 設 事 業
都 市 用 水 負 担 金 ６９，６１９ △６，３７６ ６３，２４３

２ 正 木 ダ ム 建 設 事 業
都 市 用 水 負 担 金 ３９，５６３ △１，４２５ ３８，１３８

３ 旧吉野川河口堰建設事業
都 市 用 水 負 担 金 １４１，２２０ △１９，１６７ １２２，０５３

歳 出 合 計 ２５０，４０２ △２６，９６８ ２２３，４３４

初校

千円 千円 千円

２２
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第８３号 平成２５年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０，０３２千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６０，２８７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は，「第２表地方債補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 ２２０，３１９ △６０，０３２ １６０，２８７

１ 繰 入 金 １，０００ △９００ １００

２ 繰 越 金 １０８，１３０ △５７，３１５ ５０，８１５

３ 諸 収 入 １０９，１８９ １８３ １０９，３７２

４ 県 債 ２，０００ △２，０００ ０

歳 入 合 計 ２２０，３１９ △６０，０３２ １６０，２８７

千円 千円 千円

再校
第８３号 平成２５年度徳島県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算（第１号） ２３
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 母子寡婦福祉資金貸付金 ２２０，３１９ △６０，０３２ １６０，２８７

１ 母子寡婦福祉資金貸付金 ２２０，３１９ △６０，０３２ １６０，２８７

歳 出 合 計 ２２０，３１９ △６０，０３２ １６０，２８７

第２表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 ２，０００ ０

初校

千円 千円 千円

千円 千円

２４
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第８４号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第３号）

平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，０９８千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１３，２０８，５５３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業・雇用対策事業収入 １１３，２１７，６５１ △９，０９８ １１３，２０８，５５３

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ２，５００ △１，５００ １，０００

２ 財 産 収 入 ７００ △５２３ １７７

４ 諸 収 入 ５６，３８７，８５１ △７，０７５ ５６，３８０，７７６

歳 入 合 計 １１３，２１７，６５１ △９，０９８ １１３，２０８，５５３

千円 千円 千円

再校
第８４号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第３号） ２５
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業・雇用対策事業費 １１３，２１７，６５１ △９，０９８ １１３，２０８，５５３

１ 中小企業・雇用対策事業費 １１３，２１７，６５１ △９，０９８ １１３，２０８，５５３

歳 出 合 計 １１３，２１７，６５１ △９，０９８ １１３，２０８，５５３

初校

千円 千円 千円

２６
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第８５号 平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９，２０７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１１８，３６４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業近代化資金収入 １，０３９，１５７ ７９，２０７ １，１１８，３６４

１ 繰 越 金 １０７，３９２ △１４５ １０７，２４７

２ 諸 収 入 ９３１，７６５ ７９，３５２ １，０１１，１１７

歳 入 合 計 １，０３９，１５７ ７９，２０７ １，１１８，３６４

千円 千円 千円

再校
第８５号 平成２５年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計補正予算（第１号） ２７
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業近代化資金貸付金 １，０３９，１５７ ７９，２０７ １，１１８，３６４

１ 中小企業近代化資金貸付金 １，０３９，１５７ ７９，２０７ １，１１８，３６４

歳 出 合 計 １，０３９，１５７ ７９，２０７ １，１１８，３６４

初校

千円 千円 千円

２８

平成26年2月議案その3



第８６号 平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２，５５４千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１，３００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 収 入 ６３，８５４ △２２，５５４ ４１，３００

１ 財 産 収 入 ６３，８４４ △２２，５５４ ４１，２９０

歳 入 合 計 ６３，８５４ △２２，５５４ ４１，３００

千円 千円 千円

初校
第８６号 平成２５年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計補正予算（第１号） ２９
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 ６３，８５４ △２２，５５４ ４１，３００

１ 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 ６３，８５４ △２２，５５４ ４１，３００

歳 出 合 計 ６３，８５４ △２２，５５４ ４１，３００

初校

千円 千円 千円

３０

平成26年2月議案その3



第８７号 平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，１１０千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，９００千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 農 業 改 良 資 金 収 入 ４６，０１０ △６，１１０ ３９，９００

２ 繰 越 金 ４２，３８１ △６，１１０ ３６，２７１

歳 入 合 計 ４６，０１０ △６，１１０ ３９，９００

千円 千円 千円

再校
第８７号 平成２５年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算（第１号） ３１

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 ４６，０１０ △６，１１０ ３９，９００

１ 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 ４６，０１０ △６，１１０ ３９，９００

歳 出 合 計 ４６，０１０ △６，１１０ ３９，９００

初校

千円 千円 千円

３２

平成26年2月議案その3



第８８号 平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９７，０６８千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，６１７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 林 業 改 善 資 金 収 入 １０２，６８５ △９７，０６８ ５，６１７

１ 繰 入 金 ２，６８２ △２，２９５ ３８７

２ 繰 越 金 ８３，２３８ △８１，０１０ ２，２２８

３ 諸 収 入 １６，７６５ △１３，７６３ ３，００２

歳 入 合 計 １０２，６８５ △９７，０６８ ５，６１７

千円 千円 千円

初校
第８８号 平成２５年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１号） ３３

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 １０２，６８５ △９７，０６８ ５，６１７

１ 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 １０２，６８５ △９７，０６８ ５，６１７

歳 出 合 計 １０２，６８５ △９７，０６８ ５，６１７

初校

千円 千円 千円

３４

平成26年2月議案その3



第８９号 平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２７，８８０千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５３，０２１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 県有林県行造林事業収入 １８０，９０１ △２７，８８０ １５３，０２１

１ 財 産 収 入 ８４，１３４ ２４，１７４ １０８，３０８

２ 繰 入 金 ８９，０２７ △４５，４３１ ４３，５９６

３ 繰 越 金 １００ ３２ １３２

４ 諸 収 入 ７，６４０ △６，６５５ ９８５

歳 入 合 計 １８０，９０１ △２７，８８０ １５３，０２１

千円 千円 千円

再校
第８９号 平成２５年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算（第１号） ３５

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 １８０，９０１ △２７，８８０ １５３，０２１

１ 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 １８０，９０１ △２７，８８０ １５３，０２１

歳 出 合 計 １８０，９０１ △２７，８８０ １５３，０２１

初校

千円 千円 千円

３６

平成26年2月議案その3



第９０号 平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７９，７１０千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，４８０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入 ８１，１９０ △７９，７１０ １，４８０

１ 繰 入 金 １，１８８ △７１０ ４７８

２ 繰 越 金 ３９，５１２ △３９，５１２ ０

３ 諸 収 入 ４０，４９０ △３９，４８８ １，００２

歳 入 合 計 ８１，１９０ △７９，７１０ １，４８０

千円 千円 千円

初校
第９０号 平成２５年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１号） ３７

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 沿岸漁業改善資金貸付金 ８１，１９０ △７９，７１０ １，４８０

１ 沿岸漁業改善資金貸付金 ８１，１９０ △７９，７１０ １，４８０

歳 出 合 計 ８１，１９０ △７９，７１０ １，４８０

初校

千円 千円 千円

３８

平成26年2月議案その3



第９１号 平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３６２，５２２千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４２，４３４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は，「第２表繰越明許費」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 公用地公共用地取得事業収入 １，９０４，９５６ △１，３６２，５２２ ５４２，４３４

１ 財 産 収 入 ９６２，４４６ △７９４，５２２ １６７，９２４

２ 繰 入 金 ９４０，０００ △５６８，０００ ３７２，０００

歳 入 合 計 １，９０４，９５６ △１，３６２，５２２ ５４２，４３４

千円 千円 千円

初校
第９１号 平成２５年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計補正予算（第１号） ３９

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 公用地公共用地取得事業費 １，９０４，９５６ △１，３６２，５２２ ５４２，４３４

１ 公用地公共用地取得事業費 １，８９１，６１３ △１，３５４，９２６ ５３６，６８７

２ 土 地 開 発 基 金 積 立 金 １３，３４３ △７，５９６ ５，７４７

歳 出 合 計 １，９０４，９５６ △１，３６２，５２２ ５４２，４３４

第２表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 公用地公共用地取得事業費 １ 公用地公共用地取得事業費 公用地公共用地取得事業費 １１６，６００

初校

千円 千円 千円

千円

４０

平成26年2月議案その3



第９２号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，７４１千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２１，９４６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の変更は，「第２表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第３表債務負担行為」に

よる。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 流 域 下 水 道 事 業 収 入 ７２６，６８７ △４，７４１ ７２１，９４６

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 １９１，６９１ △４，９４７ １８６，７４４

３ 繰 入 金 ２３９，９９６ △４，３４１ ２３５，６５５

５ 諸 収 入 ４，５４７ ４，５４７

千円 千円 千円

再校
第９２号 平成２５年度徳島県流域下水道事業特別会計補正予算（第２号） ４１

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 流 域 下 水 道 事 業 費 ７２６，６８７ △４，７４１ ７２１，９４６

１ 旧吉野川流域下水道事業費 ７２６，６８７ △４，７４１ ７２１，９４６

歳 出 合 計 ７２６，６８７ △４，７４１ ７２１，９４６

歳 入 合 計 ７２６，６８７ △４，７４１ ７２１，９４６

第２表 繰越明許費補正

１ 変 更

款 項 事 業 名
金 額

補 正 前 補 正 後

１ 流 域 下 水 道
事 業 費 １ 旧吉野川流域

下水道事業費 旧吉野川流域下水道建設事業費 １２６，０００ １３５，７９５

第３表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

旧吉野川流域下水道の管理運営協定 自 平成２６年度
至 平成２７年度 ２０，７２１千円

初校

千円 千円 千円

千円 千円

４２

平成26年2月議案その3



第９３号 平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１，５４４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，３０３，４２２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は，「第２表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 港 湾 等 整 備 事 業 収 入 ５，０６１，８７８ ２４１，５４４ ５，３０３，４２２

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ６６３，８３８ ３５，７０２ ６９９，５４０

２ 財 産 収 入 ２３９，４０５ ８６６，６２１ １，１０６，０２６

３ 繰 入 金 １，１５５，０００ △６６，０００ １，０８９，０００

４ 諸 収 入 ８，６３５ １，２２１ ９，８５６

千円 千円 千円

再校
第９３号 平成２５年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第１号） ４３

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 港 湾 等 整 備 事 業 費 ５，０６１，８７８ ２４１，５４４ ５，３０３，４２２

１ 港 湾 等 整 備 事 業 費 ３，４２９，８８５ △２９，４２７ ３，４００，４５８

２ 徳島小松島港沖洲（外）地区
整 備 事 業 費 ６１８，０００ ５１２，０００ １，１３０，０００

３ 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 １，０１３，９９３ △２４１，０２９ ７７２，９６４

歳 出 合 計 ５，０６１，８７８ ２４１，５４４ ５，３０３，４２２

５ 県 債 ２，９９５，０００ △５９６，０００ ２，３９９，０００

歳 入 合 計 ５，０６１，８７８ ２４１，５４４ ５，３０３，４２２

第２表 繰 越 明 許 費

款 項 事 業 名 金 額

１ 港 湾 等 整 備 事 業 費 １ 港 湾 等 整 備 事 業 費 港湾施設小規模改良事業費 ５３，０００

２ 徳島小松島港沖洲（外）地区
整 備 事 業 費 臨海土地造成事業費 １９３，０００

３ 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 空港周辺臨海土地造成事業費 ２４，０００

初校

千円 千円 千円

千円

４４

平成26年2月議案その3



第３表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

徳 島 小 松 島 港 沖 洲（ 外 ）地 区 整 備 事 業 ６１８，０００ ３９５，０００

空 港 周 辺 整 備 事 業 ８００，０００ ４２７，０００

計 ２，９９５，０００ ２，３９９，０００

千円 千円

初校
４５

平成26年2月議案その3



第９４号 平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，８００千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００，６１９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 県 営 住 宅 敷 金 等 収 入 １０７，４１９ △６，８００ １００，６１９

２ 繰 越 金 ２９，７７１ △６，７８８ ２２，９８３

３ 諸 収 入 ７６，４５８ △１２ ７６，４４６

歳 入 合 計 １０７，４１９ △６，８００ １００，６１９

千円 千円 千円

初校
第９４号 平成２５年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計補正予算（第１号） ４７

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 県 営 住 宅 敷 金 等 運 営 費 １０７，４１９ △６，８００ １００，６１９

１ 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費 １０５，８００ △６，８００ ９９，０００

歳 出 合 計 １０７，４１９ △６，８００ １００，６１９

初校

千円 千円 千円

４８

平成26年2月議案その3



第９５号 平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９９，７６９千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９７，８２５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 奨 学 金 収 入 ２９７，５９４ △９９，７６９ １９７，８２５

１ 国 庫 支 出 金 ７２，２００ ２３１ ７２，４３１

２ 財 産 収 入 ９６５ △１０５ ８６０

３ 繰 入 金 ６８，７１０ △６７，９６１ ７４９

４ 繰 越 金 １００ ４８，７７３ ４８，８７３

５ 諸 収 入 １５５，６１９ △８０，７０７ ７４，９１２

歳 入 合 計 ２９７，５９４ △９９，７６９ １９７，８２５

千円 千円 千円

初校
第９５号 平成２５年度徳島県奨学金貸付金特別会計補正予算（第１号） ４９

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 奨 学 金 貸 付 金 ２９７，５９４ △９９，７６９ １９７，８２５

１ 奨 学 金 貸 付 金 ２９７，５９４ △９９，７６９ １９７，８２５

歳 出 合 計 ２９７，５９４ △９９，７６９ １９７，８２５

初校

千円 千円 千円

５０

平成26年2月議案その3



第９６号 平成２５年度徳島県証紙収入特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県証紙収入特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９，８５７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５７０，８５７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 証 紙 収 入 ３，４９１，０００ ７９，８５７ ３，５７０，８５７

１ 証 紙 収 入 ２，８８７，５５７ △５１，４３８ ２，８３６，１１９

２ 繰 越 金 ６０３，４４３ １３１，２９５ ７３４，７３８

歳 入 合 計 ３，４９１，０００ ７９，８５７ ３，５７０，８５７

千円 千円 千円

再校
第９６号 平成２５年度徳島県証紙収入特別会計補正予算（第１号） ５１

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 繰 出 金 ３，４９１，０００ ７９，８５７ ３，５７０，８５７

１ 他 会 計 繰 出 金 ３，４９１，０００ ７９，８５７ ３，５７０，８５７

歳 出 合 計 ３，４９１，０００ ７９，８５７ ３，５７０，８５７

初校

千円 千円 千円

５２

平成26年2月議案その3



第９７号 平成２５年度徳島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県公債管理特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１５２，０７５千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９０，９９８，９２５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は，「第２表地方債補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 公 債 管 理 収 入 ９３，１５１，０００ △２，１５２，０７５ ９０，９９８，９２５

１ 繰 入 金 ８２，３５１，０００ △５２，０７５ ８２，２９８，９２５

２ 県 債 １０，８００，０００ △２，１００，０００ ８，７００，０００

歳 入 合 計 ９３，１５１，０００ △２，１５２，０７５ ９０，９９８，９２５

千円 千円 千円

初校
第９７号 平成２５年度徳島県公債管理特別会計補正予算（第１号） ５３

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 公 債 費 ９３，１５１，０００ △２，１５２，０７５ ９０，９９８，９２５

１ 公 債 費 ９３，１５１，０００ △２，１５２，０７５ ９０，９９８，９２５

歳 出 合 計 ９３，１５１，０００ △２，１５２，０７５ ９０，９９８，９２５

第２表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

借 換 債 １０，８００，０００ ８，７００，０００

初校

千円 千円 千円

千円 千円

５４

平成26年2月議案その3



第９８号 平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，３６８，４０１千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，１４７，４５６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 給 与 振 替 収 入 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

１ 給 与 振 替 収 入 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

歳 入 合 計 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

千円 千円 千円

初校
第９８号 平成２５年度徳島県給与集中管理特別会計補正予算（第１号） ５５

平成26年2月議案その3



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 給 与 費 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

１ 給 与 費 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

歳 出 合 計 ３０，５１５，８５７ △１，３６８，４０１ ２９，１４７，４５６

初校

千円 千円 千円

５６

平成26年2月議案その3



第９９号 平成２５年度徳島県病院事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２５年度徳島県病院事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２５年度徳島県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�２ 年 間 患 者 数

入 院 ２０９，８７５人 ２２１，０１１人

外 来 ２７８，４０４人 ２８５，０１４人

�３ １ 日 平 均 患 者 数

入 院 ５７５人 ６０６人

外 来 １，１４１人 １，１６８人

�４ 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 ５，６３９，１１０千円 ５，５４０，４３４千円

医療器械及び備品購入費 ９２９，６７２千円 ９１４，１６８千円

（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 １８，９２９，８０９千円 ５１１，７３６千円 １９，４４１，５４５千円

第１項 医 業 収 益 １６，９４１，９３４千円 ５０５，４２６千円 １７，４４７，３６０千円

第２項 医 業 外 収 益 １，９８７，８７５千円 ６，３１０千円 １，９９４，１８５千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２０，００５，９７５千円 ６４９，６１６千円 ２０，６５５，５９１千円

再校
第９９号 平成２５年度徳島県病院事業会計補正予算（第１号） ５７

平成26年2月議案その3



第１項 医 業 費 用 １９，０２１，３８８千円 ５７９，６０１千円 １９，６００，９８９千円

第２項 医 業 外 費 用 ６７７，７６６千円 ６８，０３９千円 ７４５，８０５千円

第３項 特 別 損 失 ３０６，８２１千円 １，９７６千円 ３０８，７９７千円

（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中「不足する額７３４，２７７千円」を「不足する額７２４，４６９千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４，３５０千円及

び過年度分損益勘定留保資金７２９，９２７千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４，０９９千円及び過年度分損益勘定留保資金７２０，３７０千円」に

改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ９，０２９，６０２千円 △９９，３９４千円 ８，９３０，２０８千円

第１項 企 業 債 ３，６９４，０００千円 △１，１３８，０００千円 ２，５５６，０００千円

第２項 負 担 金 ４０７，５２５千円 ９６８，８０７千円 １，３７６，３３２千円

第４項 補 助 金 ２，８２８，０７７千円 ６９，７８４千円 ２，８９７，８６１千円

第５項 固 定 資 産 売 却 代 金 １５千円 １５千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９，７６３，８７９千円 △１０９，２０２千円 ９，６５４，６７７千円

第１項 建 設 改 良 費 ６，５６８，７８２千円 △１１４，１８０千円 ６，４５４，６０２千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ７３２，０２０千円 ４，９７８千円 ７３６，９９８千円

（債務負担行為）

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。

１ 追 加

事 項 期 間 限 度 額

三好病院病室備品賃貸借契約 自 平成２６年度
至 平成３２年度 ４９，０００千円

再校
５８

平成26年2月議案その3



２ 変 更

事 項
限 度 額

補 正 前 補 正 後

三 好 病 院 医 療 器 械 ・ 備 品 整 備 事 業 業 務 委 託 等 契 約 １，６５０，０００ １，７００，０００
千円 千円

（企業債）

第６条 予算第６条に定めた企業債を次のとおり補正する。

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

病 院 整 備 事 業 ３，６９４，０００ ２，５５６，０００
千円 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

�１ 職 員 給 与 費 １０，２７８，９５９千円 １７６，６９４千円 １０，４５５，６５３千円

（たな卸資産の購入限度額）

第８条 予算第９条中「４，４２０，０００千円」を「４，７００，０００千円」に改める。

平 成２６年 ２ 月２１日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
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